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令和 4 年 11 月 9 日提供 

 

大阪のまちづくりグランドデザイン（案）に対する 

ご意見を募集します 
 

 大阪府・大阪市・堺市では、2050年に向けた大阪全体のまちづくりの方向性を示すため、大阪のまちづくりグランドデ

ザイン（案）をとりまとめましたので、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、同案に対する皆さまのご意見を

以下のとおり募集します。 

 

1 募集期間 

令和４年 11 月９日（水）14 時から令和４年 12 月９日（金）24 時まで 

※郵送の場合は、令和４年 12 月９日（金）必着 

 

2 ご意見の提出方法 

次のいずれかの方法でご提出ください。 

なお、インターネットがご利用になれない場合は意見提出用紙により、郵送かファクシミリでご提出ください。口頭

（電話等を含む。）では受け付けておりませんので、ご了承ください。 

○インターネット（電子申請）の場合：「大阪府インターネット申請・申込サービス」からご提出ください。 

【URL】https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022100088 

○郵送の場合（送付先）：〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北 1-14-16 

大阪府・大阪市 大阪都市計画局 計画推進室 総務企画課  

企画グループあて 

○ファクシミリの場合（送信先）：06-6210-9071 

大阪府・大阪市 大阪都市計画局 計画推進室 総務企画課  

企画グループあて 

※障害のある方などで上記の方法による意見提出が困難な場合は、個別に大阪都市計画局計画推進室総務

企画課企画グループまでお問い合わせください。 

 

3 意見募集の対象項目 

○大阪のまちづくりグランドデザイン（案）概要版 

○大阪のまちづくりグランドデザイン（案） 

※大阪府ホームページよりご覧ください。 

   【URL】https://www.pref.osaka.lg.jp/tokuu/shin_gd/gd_ikenbosyu.html 

 

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022100088
https://www.pref.osaka.lg.jp/tokuu/shin_gd/gd_ikenbosyu.html


 

4 閲覧方法 

・令和 4 年 11 月 9 日（水）14 時から、堺市ホームページのほか、堺市役所市政情報センター、各区役所市

政情報コーナー、堺市立各図書館、堺市役所都市計画課（市役所高層館 16 階）で閲覧することができます。

また、同所にて資料を配布します。 

・その他、大阪府ホームページ、大阪府政情報センター、大阪府・大阪市 大阪都市計画局計画推進室総務企

画課企画グループ、大阪市市民情報プラザ、大阪市サービスカウンター、大阪市各区役所（出張所を含む）で

閲覧することができます。 

 

5 留意事項 

  ・提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしてい

ます。 

・個人で提出いただく場合は、氏名及び住所を、団体・グループで提出していただく場合は、団体・グループ名称

及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。 

・ご意見等は、日本語での提出をお願いします。 

 

6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い 

・いただいたご意見等を考慮して、大阪のまちづくりグランドデザイン（案）について検討します。提出いただいたご意

見等の概要とそれに対する大阪府・大阪市・堺市の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間

公表します。ただし、類似のご意見等は、まとめて公表することがあります。 

・公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、公表を希望しない場合には、ご意

見等に対する大阪府・大阪市・堺市の考え方をお示しできないことがあります。 

・ご意見等は、具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪

府・大阪市・堺市の考え方をお示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等は、公表し

ません。 

・ご意見を提出された方に対して、個別に大阪府・大阪市・堺市の考え方をお答えしません。 

・氏名及び住所等の連絡先については、他の目的に利用・提供しません。適正に管理し、いただいた個人情報は

公表しません。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

（堺市域に関すること） 

担  当  課：建築都市局 都市計画部 都市計画課 

電    話：072-228-8398 

フ ァ ッ ク ス：072-228-8468 

（堺市域を除く大阪府域に関すること及びパブリックコメント手続に関すること） 

担  当  課：大阪府・大阪市 大阪都市計画局 計画推進室 総務企画課 企画グループ 

電    話：06-6210-9811 

フ ァ ッ ク ス：06-6210-9071 

 


